
児童手当 制度改正 手続き要否確認フロー 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※現在児童手当を受給しており、一宮町に住民登録されている児童については、原則算定対象児童として認定されています。 

一宮町に住民登録のない児童や、高校生年代の児童のみ住民登録の異動があった場合等は、算定対象児童として認定されてい

ない場合があります。 

必要書類 

①：「額改定認定請求書」             ②：「額改定認定請求書」、「監護相当・生計費の負担につ

いての確認書」 

③：「認定請求書」、「監護相当・生計費の負担につ  ④：「認定請求書」、請求者の健康保険証の写し、 

いての確認書」、請求者の健康保険証の写し、    請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し、 

請求者名義の通帳又はキャッシュカードの写し、   個人番号がわかるものの写し 

個人番号がわかるものの写し 

一宮町子育て支援課から、児童手当（特例給付）を受けていますか 

は
い 

い
い
え 

高校生年代（2006年 4月 2日生～2009年 4月 1日

生）のお子さんがいますか 

児童を養育している父母について、 

 所得の高い方の職業は公務員ですか 

は
い 

い
い
え 

は
い 

い
い
え 

勤務先にお

問い合わせ

ください 

所得の高い方の住民登録

地は一宮町ですか 

は
い 

い
い
え 

所得の高い

方の住民登

録地でお問

い合わせく

ださい 

児童の兄姉等（2002年 4月 2

日生～2006年 4月 1日生）

がいて、その人を含めて 3人

以上のお子さんがいますか 

 

は
い 

は
い 

い
い
え 

高校生年代のお子さんは算定対象児童

として登録されていますか※ 

い
い
え 

児童の兄姉等（2002年 4月 2

日生～2006年 4月 1日生）が

いて、その人を含めて 3人以

上のお子さんがいますか 

児童の兄姉等（2002年 4月 2

日生～2006年 4月 1日生）が

いて、その人を含めて 3人以上

のお子さんがいますか 

は
い 

は
い 

い
い
え 

い
い
え 

③「認定請求書」及び

「監護相当・生計費の負

担についての確認書」を

提出してください。 

②「額改定認定請求書」及

び「監護相当・生計費の負

担についての確認書」を提

出してください。 

①「額改定認定請

求書」を提出して

ください。 

④「認定請求書」

を提出して 

ください。 

手続き不

要です 


